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人権の視点から考える道徳科教科書
――小学校第 ₅学年，第 ₆学年の「親切，思いやり」に着目して――

木　村　和　美
（受付　₂₀₁₈ 年 ₁₀ 月 ₃₁ 日）

1.　は　じ　め　に

　₂₀₁₅年 ₃ 月，学習指導要領の一部改正が行われ，教科外の活動であった「道徳の時間」は
「特別の教科　道徳」（以下，道徳科）となった。「教科」とは，免許（中・高等学校において
は，当該教科の免許）を有した専門の教師が教科書を用いて指導し，数値等による評価を行
うものと考えられているが，「特別の教科」では，専門の教員免許は設けず「道徳教育推進
リーダー教師」を配置し，教科書を使用し，記述式の評価を行うことになる。小学校では₂₀₁₈
年 ₄ 月から，中学校では₂₀₁₉年 ₄ 月から道徳科が全面実施となり，教科書も小学校では₂₀₁₇
年，中学校では₂₀₁₈年に採択された。
　しかしながら，道徳の「特別の教科」化にはいまだに不安視する声も多い。₂₀₁₅年の学習
指導要領一部改正に伴い集められたパブリックコメントの中には，教科書や評価が導入され
ることにより，一定の価値観や規範意識の押し付けにつながることを危惧する反対の声もあっ
た。このような状況の中，道徳教育の実践に人権の視点を活かしていくべきであるという議
論がある。人権の視点を入れることによって，道徳教育が学校教育に与える影響が強まるこ
とや子どもたちへの価値の押し付けに対する懸念などを解消しようとしているのである。
　本稿では，道徳教育と人権教育の関係性を整理し，小学校の道徳科教科書を人権の視点か
ら検討することによって，人権の視点を含めた「多面的・多角的」に考える道徳科の授業実
践について考察を行う。

2.　道徳教育と人権教育の歴史的経緯

2-1.　道徳教育
　戦後の学校教育における道徳教育は，特定の教科を設置することなく学校教育活動のすべ
ての面において推進する「全面主義道徳教育」として実施された。そして，学校教育活動の
中で中心的な役割を担ったのが₁₉₄₇年の学習指導要領において新設された「社会科」である。
しかし，道徳教育の充実を求める声は強く，₁₉₅₈年には学校教育法施行規則の一部が改正さ
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れ同日には小学校及び中学校の「学習指導要領道徳編」が告示され，「人間尊重の精神を一貫
して失わず，この精神を，家庭，学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的
な生活の中に生かし，個性豊かな文化の創造と民主的な国家および社会の発展に努め，進ん
で平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成すること」を目標とする「道徳の時間」が特
設された。また，「各教科，特別教育活動および学校行等における道徳教育と密接な関連を保
ちながら，これを補充し，深化し，統合し，またはこれとの交流を図り，生徒の発達に即し，
組織的，発展的に指導できるものでなければならない」とされ，「道徳の時間」の役割は学校
教育全体で行う道徳教育を「補充・深化・統合」することにあった。つまり，学校はこれま
での全面主義道徳教育を引き継ぎながら「道徳の時間」を実施することになったのである。
林（₂₀₀₉，p. ₃₂）は「戦後の道徳教育の重大な歴史的変化を₁点だけ絞るとすれば，この₁₉₅₈
（昭和₃₃）年の道徳の時間の特設をあげることができる。それ以前は，学校教育の全体で道徳
教育を行うという全面主義がとられていたのだが，このときを境として，全面主義的な道徳
教育を残しつつも，特設主義の道徳教育が始まったのである」と述べており，大きな転換点
であったことがうかがえる。
　₁₉₆₈年，₁₉₇₇年の学習指導要領改訂では指導内容の整理，統合が行われ，₁₉₈₉年の改訂で
は全体が「₁. 主として自分自身に関すること」，「₂. 主として他の人とのかかわりに関するこ
と」，「₃. 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること」，「₄. 主として集団や社会と
のかかわりに関すること」の ₄つの視点で再構成された。
　₂₀₀₀年以降，特にいじめ問題への対策として道徳教育の充実が図られ，中央教育審議会は
₂₀₁₄年に「道徳に係る教育課程の改善等について（答申）」を提出し，以下の基本的な考えが
まとめられた。

① 道徳の時間を「特別の教科　道徳」（仮称）として位置付けること
② 目標を明確で理解しやすいものに改善すること
③ 道徳教育の目標と「特別の教科　道徳」（仮称）の目標の関係を明確にすること
④ 道徳の内容をより発達の段階を踏まえた体系的なものに改善すること
⑤ 多様で効果的な道徳教育の指導方法へと改善すること
⑥ 「特別の教科　道徳」（仮称）に検定教科書を導入すること
⑦ 一人一人のよさを伸ばし，成長を促すための評価を充実すること

　この答申を踏まえ，₂₀₁₅年に学習指導要領の一部改正が行われ，小学校，中学校の道徳は
「特別の教科」となった。
　道徳科は ₄つの視点で構成されているのは変わりないが「A　主として自分自身に関する
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こと」，「B　主として他の人とのかかわりに関すること」，「C　主として集団や社会とのかか
わりに関すること」，「D　主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること」の順番に
なっている。授業内容としても，読み物教材の登場人物の心情を読み取ることを中心とした
授業から「考え，議論する道徳」へと質的な転換が求められており，「『特別の教科 道徳』の
指導方法・評価等について（報告）」（道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議　
₂₀₁₆）では，質の高い多様な指導方法として，「読み物教材の登場人物への自我関与が中心の
学習」，「問題解決的な学習」，「道徳的行為に関する体験的な学習」が挙げられている。また，
評価については，「学校における指導の改善を図ることを目的としており，他者と比較するた
めのものではないこと」を前提とし，「大くくりなまとまりを踏まえた評価」であり，「個人
内評価として見取り，記述により表現すること」が基本的な考え方として示された。しかし
ながら，学校現場ではどのように評価するのか，手さぐりの状態が続いている。
　₂₀₁₇年には，小学校及び中学校の学習指導要領が改訂された。道徳教育に関しては，₂₀₁₅
年の一部改正とほぼ同じ内容になっている。小学校における道徳教育の目標は，「教育基本法
及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき，自己の生き方を考え，主体的な判断
の下に行動し，自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養
うこと」と記されている（p. ₁₇）。また，学校教育における道徳教育の要となる道徳科では，
「第 ₁章総則の第 ₁の ₂の（₂）に示す道徳教育の目標に基づき，よりよく生きるための基盤
となる道徳性を養うため，道徳的諸価値についての理解を基に，自己を見つめ，多面的・多
角的に考え，人間としての生き方についての考えを深める学習を通して，道徳的な判断力，
心情，実践意欲と態度を育てる」（p. ₁₆₅）ことを目標としている。
　これらの道徳教育及び道徳科の目標のもと，よりよく生きるための基盤となる道徳性を養
うために理解すべき道徳的諸価値として，小学校低学年は₁₉項目，中学年は₂₀項目，高学年
と中学校では₂₂項目が示された。

2-2.　同和教育・人権教育
　₁₉₅₀年前後，教育の機会均等を目指した同和教育が始まる。平沢（₂₀₁₂）は「人権として
の教育」が「人権についての教育」に先行するという国際的な人権教育についての考え方か
ら，同和教育の教育実践を人権教育の出発点としている。
　同和教育は，被差別部落の子どもたちの長期欠席・不就学の改善から始まった。₁₉₅₇年に
奈良県が実施した調査では，被差別部落の子どもたちの長期欠席率の高さが浮き彫りにされ，
学年があがり，働き手として使えるようになるに連れて高くなっていることから，深刻な貧
困の実態がうかがえる。学校では，教科書代や給食費が払えずにいた被差別部落の子どもた
ちに対して「教科書を忘れた子」等と書いたプラカードを首からぶら下げるといった「プラ
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カード事件」も起こっていた。福祉教員制度の制定や，夜間学級の設置，教科書無償を中心
にした義務教育無償運動等を展開し，教育の機会均等，義務教育の無償が目指された。
　被差別部落の人々を中心とした部落解放運動により，₁₉₆₅年には同和対策審議会答申がだ
され，部落問題は「人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり，日本国憲
法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。したがって，（中略），これを未解
決に放置することは断じて許されない」とし，その早急な解決こそが，国家の責務であり，
地方自治体が負うものである，と同時に，国民的な課題であるという認識が示された。その
中には「教育問題に関する対策」の項目があり，差別の撤廃，同和地区の教育の向上，そし
て啓蒙的教育の重要性を述べており，具体的には同和教育の徹底，学力の向上措置，進路指
導に関する措置等を求めている。
　₁₉₇₀年代から₁₉₈₀年代にかけ，同和対策事業に関わる特別措置法のもと同和加配教員の増
加や，高校の新設，高校進学率の上昇等が実現され，さらに教育への要求が高まっていった。
また，被差別部落の子どもたちの学力に関する実証的な調査研究が本格化し始め，学力・進
学率の格差縮小に焦点を合わせるようになった。
　「反差別」を前面に押し出してきた同和教育であるが，₁₉₉₀年代半ばには大阪における同和
教育のスローガンが「₁₈歳時点で，自らの進路を主体的・自覚的に選択できる子どもを育て
る」になったり，同和教育の実践に「参加・体験型学習」が導入されたりするなど，同和教
育は変革の時期を迎える。₁₉₉₅年から始まる「人権教育のための国連₁₀年」や₂₀₀₂年の同和
問題に関する一連の特別措置法の失効の影響等から，同和教育は人権教育へと発展的に再構
築されていく。平沢（₂₀₀₉，p. ₇₆）は「差別や人権の『現実』と向き合い，調べ学習や議論
を通じて問題解決に向けた提案を作り出し，具体的に取り組んでいくような学習スタイルが，
総合的な学習の時間を中心に展開されるようになった」，「同和教育の名称のもと，男女共生
教育，多文化共生教育，キャリア教育，地域教育コミュニティづくりなどの実践が幅広く取
り組まれるようになった」と述べている。また，同和教育が大切にしてきたことの一つであ
る学力保障は，日本での「効果のある学校」，「力のある学校」研究へと受け継がれ，子ども
たちの家庭的背景の不利を縮小している学校の特徴を導きだす等の成果を挙げている（志水　
₂₀₀₅，₂₀₀₉）。
　日本における人権教育は，₁₉₉₀年代以降に大きく発展していく。「人権教育のための国連₁₀
年」（₁₉₉₅年～₂₀₀₄年）では，人権教育を「知識と技術の伝達及び態度の形成を通じ，人権と
いう普遍的文化を構築するために行う研修，普及及び広報努力」と定義し，「豊かな人権文化
の創造・構築」に焦点が当てられた。₂₀₀₅年からは「人権教育のための世界計画」が始まり，
第一フェーズ行動計画（₂₀₀₅年～₂₀₀₉年）では初等・中等教育，第二フェーズ行動計画（₂₀₁₀
年～₂₀₁₄年）では高等教育，教員，公務員，法執行官，軍関係者への人権研修，第三フェー
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ズ行動計画（₂₀₁₅年～₂₀₁₉年）では第一・第二フェーズの実施の強化を重点領域とし，引き
続き人権教育の推進を促している。
　このような国際的な潮流のなかで，日本においても₁₉₉₇年に「人権教育のための国連₁₀年」
に関する国内行動計画が示され，人権の重要課題の広がりやあらゆる場を通じた人権教育な
ど，総合的な人権教育が推進されていった。その後，₂₀₀₀年に「人権教育及び人権啓発の推
進に関する法律」，₂₀₀₂年に「人権教育・啓発に関する基本計画」が出された。基本計画で
は，人権教育・啓発のさらなる重要性を指摘しており，学校教育においては「人権教育が知
的理解にとどまり，人権感覚が身についていないなどの指導方法の問題や教職員自身の人権
尊重の理念について十分な認識が必ずしもいきわたっていない等の問題」があることを指摘
しており，人権教育に関する取組の一層の改善・充実を求めている。文部科学省は₂₀₀₃年に
「人権教育の指導方法等に関する調査研究会議」を設置し，人権についての知的理解を深める
とともに，人権感覚を十分に身に付けることを目指す人権教育の指導方法等の在り方を中心
に検討を行い，₂₀₀₄年に「人権教育の指導方法等の在り方について［第一次とりまとめ］」，
₂₀₀₆年に「第二次とりまとめ」，₂₀₀₈年に「第三次とりまとめ」を公表し，日本の人権教育は
発展していった。特に，「第三次とりまとめ」は，「日本の文部行政が出した初めての（教材
を伴う）体系的な人権教育基本方針としてとらえることができるだろう」（平沢　₂₀₁₀，p. 

₆₇）とされ，「第三次とりまとめ」を含め，そこにいたるまでの国際的な動向や国内法は人権
教育の取り組みを行っていく上での「法的根拠（＝正当性を付与する公式文書）」として評価
されている。

3.　道徳教育と人権教育の関係性

3-1.　道徳教育と人権教育の関係性の整理
　上述したように，道徳教育と人権教育の歴史的経緯は大きく異なっている。平沢（₂₀₁₂，
p. ₁₆₈）は，これまでは道徳教育をめぐる文部科学省と日本教職員組合の対立的な構図や同
和教育が持つ天皇制に対する考え方などから「同和教育・人権教育と道徳教育は相いれない」
という認識が強くあったと指摘している。しかし，それと同時に，「本来，道徳は『生き方の
正しさ』に関わり，人権は『権利としての正当性』に関わるものであった。領域は異なるが
いずれも『right』であることを問題にしている。（中略）『生き方の正しさ』と権利が大きく
矛盾・対立するものとは考えにくい」と述べ，道徳教育を人権教育の視点で読み替え，積極
的に活用する方向へと発想を転換することを主張している。また，林（₂₀₁₁，p. ₃₆）は「道
徳の学習指導要領の中には公正，公平とか生命尊重など人権と深く関わる内容項目，道徳的
価値があり，道徳の授業の一部分が人権教育になることはありうる」と述べている。これま
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でも，一部ではあるが，学校現場では道徳教育の時間を人権教育として活用した実践が行わ
れてきた。長尾（₂₀₁₆，pp. ₁₂–₁₃）は「道徳教育の時間や，その内容の一部を人権教育の視
点と立場からとらえ直し，いわば『利用』，『活用』していこうという試みもなされてきた。
そこでは『人権道徳』といわれるような実践もなされてきたのである」と指摘している。
　しかしながら，今後，このような実践は難しくなる可能性がある。なぜなら，道徳教育が
道徳科となり，教科書や評価が導入されることになったからである。長尾（₂₀₁₆，p. ₁₃）に
よると「道徳教育を人権教育の立場で実践していくことができたのは，実は道徳教育といわ
れていた内容と方法にはかなりの部分に曖昧さがあり，幅の広さ，現場裁量の余地があった
からである。（中略）そこには道徳教育を人権教育の立場で実践していく余地と可能性が残さ
れていたのである。しかし，そうした余地と可能性は大きくなくなろうとしている」のであ
る。また，池田（₂₀₁₈，p. ₁₅）も「おそらく『評価』の壁がなければ，道徳教育と人権教育
とは，それぞれの役割を意識しながら接合されていくことは可能だったかもしれない。しか
し『教科化』によって，人権の観点と道徳教育とを結びつけていくことが，それほど簡単で
はなくなってしまった」と道徳教育と人権教育の接合の難しさについて述べている。
　学校教育における位置づけから考えると，道徳教育と人権教育の接合の可能性が皆無であ
るとも言い切れない。小学校学習指導要領総則（p. ₁₇）において「学校における道徳教育は，
特別の教科である道徳（以下「道徳科」という。）を要として学校の教育活動全体を通じて行
うものであり，道徳科はもとより，各教科，外国語活動，総合的な学習の時間及び特別活動
のそれぞれの特質に応じて」行われるものとされており，「自己の生き方を考え，主体的な判
断の下に行動し，自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を
養うこと」を目標としている。一方，「第三次とりまとめ」では，人権教育は「各教科，道
徳，特別活動および総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ，教育活動全体を通じてこ
れを推進する」ものであり，「人権の意義・内容や重要性について理解し，［自分の大切さと
ともに他の人の大切さを認めること］ができるようになり，それが様々な場面や状況下での
具体的な態度や行動に現れるとともに，人権が尊重される社会づくりに向けた行動につなが
るようにすること」を目標としている。両者ともに「教育活動全体」を通じて行うものであ
るため，関わり合いをもたせることなく行うことは難しいことがわかる。また，道徳教育が
目標とする「自立した人間として他者と共によりよく生きる」ためには，人権教育が目標と
する「［自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること］ができるようになる」ことが必
要であるとも考えられる。
　本稿では，「特別の教科」となり，学校教育活動のなかにより強固に位置づけられた道徳科
に人権の視点を取り入れることによって，「多面的・多角的」に考える道徳科の授業実践につ
いて考察を行う。
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3-2.　人権の視点とは
　道徳科に取り入れる人権の視点とはどのようなものだろうか。アムネスティ・インターナ
ショナル日本は人権を正しく理解するには，「権利」というものをしっかりと理解することが
重要だとし，「権利」について「権利とは『社会全体が護るべき基準（ルール）にのっとり，
求めることができるもの』ということができます。似たような概念として，『道徳』や『倫
理』といったものが挙げられます。ただし，『権利』が両者と決定的に異なる点があります。
それは，『（誰かに）実現することを要求できる』という点です。権利については，実現しな
くてはならない責任者がいるのです」と説明している。「実現しなければならない責任者」と
は，「人権教育のための世界計画」第二フェーズにおいて「国家主体として管轄権下にある
人々の人権の尊重，保護，実現に具体的責任を負う，広範囲の成人専門家」として挙げられ
ている「公務員，法執行者及び軍隊」等であるといえるだろう。公務員には「国内法や政府
の構成によるが，役人，政府官庁の政策立案者，外交官，地方自治体や市町村，金融経済機
関の職員，教員，公共健康専門家，ソーシャルワーカー」，法執行者には，「警察，刑務所職
員，国境警備隊，また警察権を与えられている場合は治安部隊及び軍隊」が含まれている。
　「実現しなければならない責任者」について考える視点は，人権教育においてもおろそかにさ
れてきた。道徳・人権教育研究委員会（₂₀₁₄，pp. ₆–₇）は，「同和教育は，戦後の長欠や不就学，
さらに学力や進路の保障という，まさに教育権の具体的な実現に取り組んできたものであり，ま
た，問題解決のために，学校や教師が子どもの権利を実現する責務の保持者として，積極的な役
割を果たし，教師・保護者・地域が一体となって問題を生み出す社会に目をむけ，新たな法や制
度を提案・獲得してきた。しかしながら，現在の日本の人権教育では，具体的な『権利』という
側面も，また『社会的に』問題を解決しようという側面も極めて弱い。『思いやり』を強調する
抽象的・心情主義的教育は，私的な人間関係の中での問題解決ばかりを強調し，権利を具体的に
考え実現しようとする力をむしろ弱めている」と指摘している。₂₀₁₄年の「我が国と諸外国の若
者の意識に関する調査」（内閣府）の結果を見ると，諸外国に比べ，日本の若者の「社会を変え
たい」，「社会は変えることができる」という視点の弱さがうかがえる（図 ₁，図 ₂，図₃）。

図 1　社会をよりよくするため，私は社会における問題に関与したい（％）
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　日本の人権教育は，権利について「実現することを要求できる」，「実現しなくてはならな
い責任者がいる」ことに触れずに，「思いやり」や「優しさ」といった私的な人間関係に問題
を矮小化する傾向にあった。道徳教育においても，そして人権教育においても個人の「心の
もちよう」による問題解決を求め，社会の在り方を問い直す視点が欠けているのである。つ
まり，道徳教育に取り入れるべき人権の視点とは「社会変革の視点」であるといえるだろう。

4.　人権の視点から考える道徳科教科書

4-1.　「親切，思いやり」の対象者
　本稿では，小学校の道徳科教科書を人権の視点（「社会変革の視点」）から考察していく。
先行研究では，社会科や家庭科の教科書におけるジェンダー・バイアスが明らかになってい
る（氏原　₁₉₉₇a，₁₉₉₇b，恩田他　₂₀₀₁）。「価値の押し付け」が懸念されている道徳科にお
いて，「隠れたカリキュラム」として作用する可能性が高い教科書の分析は重要であると考え
る。また，道徳的諸価値のなかで「親切，思いやり」に焦点を当てる。「道徳教育に関する
小・中学校の教員を対象とした調査」（東京学芸大学　₂₀₁₂）では，「重視したい道徳の内容
項目」として「親切，思いやり」が最も多く，小学校の一般校で₈₀.₄％，指定校で₈₂.₆％，
中学校の一般校で₇₄.₆％，指定校で₇₅.₃％となっている（₁）。柄本（₂₀₁₄，p. ₃₄）も「親切，

図 2　将来の国や地域の担い手として積極的に政策決定に参加したい（％）
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図 3　私の参加により，変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない（％）
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思いやり」は「学校教育においても重視されやすく，一般成人でも考え方や生き方において
大切にされやすい」ことを指摘しており，重要な道徳的価値として広く認識されていると考
えられるからである。
　学習指導要領では「B 主として人との関わりに関すること」に「親切，思いやり」の項目
があり，「〔第 ₁学年及び第 ₂学年〕身近にいる人に温かい心で接し，親切にすること」，「〔第
₃学年及び第 ₄学年〕相手のことを思いやり，進んで親切にすること」，「〔第 ₅学年及び第 ₆
学年〕誰に対しても思いやりの心をもち，相手の立場に立って親切にすること」となってい
る。本稿では，「地域社会」や「公共の場所」といった「社会」とかかわりが深くなる第 ₅学
年及び第 ₆学年の道徳科教科書を使用する。
　表 ₁は，第 ₅学年，第 ₆学年で使用される道徳科教科書に掲載されている「親切，思いや
り」を学ぶための資料の一覧である。資料名とともに，親切を「（しようと）する人」，親切
を「される人」，そして親切がされる「場所」についてまとめた。
　学習指導要領解説道徳科編には，「親切，思いやり」に関する指導について，「特に相手の
立場に立つことを強調する必要」があることや「単に手を差し伸べることだけではなく，時
には相手のことを考えて温かく見守ることも親切な行為」であると記されている。そのため，
親切にしようとするのを止められる『思いやりのかたち』や『車いすの少女』，親切にしたつ
もりでいたが相手への対応に不足があった『道案内』等，「親切にした結果，相手に喜んでも
らえてうれしい気持ちになる」ものだけではなく「相手に対してどのように接し，対処する
ことが相手のためになるのか」を考えさせる教材も多く含まれる。
　しかしながら，第 ₅学年，第 ₆学年では「誰に対しても思いやりの心をもち」となってい
るが，その対象となっているのは「高齢者」や「障害者（車いす使用者）」が多い。「社会的
弱者に対する配慮」は，パターナリズムに陥る危険性があることを十分に意識しなければな
らない。パターナリズムとは「父親の子どもに対する保護と統制関係のうちに認められる支
配パターンを指す。一般には，この原型に見合った，あるいは支配類型を擬制した社会関係
に対して用いられる」（濵嶋他　₂₀₀₉，pp. ₅₀₀–₅₀₁）概念である。父親と子ども以外には，
医者と患者，健常者と障害者の関係性などを例として挙げることができる。高齢者や障害者
に対して思いやりをもって接することは大切なことであるが，彼／彼女たちが権利の主体で
あることを意識する必要がある。非対称な力関係に無自覚なまま行う「親切，思いやり」は，
非対称な力関係を強化するにすぎない。社会的弱者への「親切，思いやり」についての学習
では，学習者が非対称な力関係を自覚する学習過程が必要になると考えられる。
　また，「親切，思いやり」が行われる場所として「駅」や「電車」，「バス」が多いことがわ
かる。困っている人に「個人的に力を貸す」ことができるようになることも重要であるが，
「社会変革の視点」を取り入れることによって，だれもが暮らしやすい社会についてより考え
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表 1　小学校第 5学年，第 6学年道徳科教科書における「親切，思いやり」に関する教材

₅ 年生 教材名 （しようと）する人 される人 場所

学研
台湾からの転入生 子ども 外国から来た子ども 教室
くずれ落ちただんボール箱 子ども 高齢者 ショッピングセンター
思いもよらぬ出来事 女性 女性 駅

学校図書
運転手さんのひとこと トラック運転手 子ども 道
本物のプレゼント 夫婦 夫婦 家

教育出版 ほのぼのテスト バスの人々 高齢者 バス

光村図書
道案内

子ども
中学生

高齢者 道

マークが伝えるもの ピクトグラム

光文書院
藤井駅のホームのできごと 母娘 高齢者 駅
バスと赤ちゃん バスの人々 子ども連れの母親 バス

東京書籍
ノンステップバスのできごと 男性 車いすの大人 バス
くずれ落ちただんボール箱 子ども 高齢者 ショッピングセンター

日本文教出版
やさしいユウちゃん 子ども 子ども 教室
くずれ落ちただんボール箱 子ども 高齢者 ショッピングセンター

廣済堂あかつき
バスと赤ちゃん バスの人々 子ども連れの母親 バス
ちゃんとやれよ，健太 子ども 子ども メール
くずれ落ちただんボール箱 子ども 高齢者 ショッピングセンター

₆年生 教材名 （しようと）する人 される人 場所

学研
ある日，町の中で 学習者

聴覚障害者
視覚障害者

駅
道

行為の意味 詩
最後のおくり物 高齢者 青年 劇団

学校図書
すり切れたわらじ 子ども 大人たち 村

思いやりのかたち 子ども
高齢者
幼児

電車
博物館

教育出版 父の言葉 子ども 松葉づえの子ども 道

光村図書
今度は僕の番 教師 子ども はがき
最後のおくり物 高齢者 青年 劇団

光文書院
命のおにぎり 仮設住宅の住民 トラック運転手 道路
最後のひと葉 高齢者 若者 病院

東京書籍
車いすでの経験

子ども
駅員，運転手

高齢者
車いすの子ども

横断歩道
駅

心に通じた「どうぞ」の一言 子ども 高齢者 電車

日本文教出版
心づかいと思いやり

詩
子ども 車いすの人 段差
タクシーを待つ人 タクシーを待つ人 タクシー乗り場

最後のおくり物 高齢者 青年 劇団

廣済堂あかつき

おばあちゃんの指定席 子ども 高齢者 電車
車いすの子ども 子ども 車いすの子ども 歩道
最後のおくり物 高齢者 青年 劇団
「がんばる」はぼくの宿題 医者 患者 病院
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を深めることができると思われる。「駅」や「電車」，「バス」の利用については，₂₀₀₆年に
「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（通称「バリアフリー新法」）が施
行されている。この法律は「高齢者や障害者などの自立した日常生活や社会生活を確保する
ために，旅客施設・車両等，道路，路外駐車場，都市公園，建築物に対して，バリアフリー
化基準（移動等円滑化基準）への適合を求めるとともに，駅を中心とした地区や，高齢者や
障害者などが利用する施設が集中する地区（重点整備地区）において，住民参加による重点
的かつ一体的なバリアフリー化を進めるための措置など」を定めている。国土交通省の調査
によると₂₀₁₆度末（₂₀₁₇年 ₃ 月₃₁日現在）の状況は以下の通りになっている（表 ₂，表₃）。
段差については ₁日当たりの平均利用者数が ₅千人以上， ₃千人以上の駅といった大きな駅
では改善が進んでいるといえる。しかし，鉄軌道全体で言えば，いまだ不十分な状況にある。
また車両に関しても引き続き改善が必要である。
　高齢者や障害者の日常生活における困難は，様々なものがある。「私にできること」だけで
はなく，施設整備等のバリアフリーの推進についても現状と課題を学ぶことによって，「社会」
が果たすべき責任について理解し，積極的に働きかけていくことができるようになると考える。

表 3　2016年度末　鉄軌道車両のバリアフリー化設備整備状況

事業の用に供し
ているもの

移動等円滑化基準
に適合したもの

車いすス
ペースの
ある編成
数

車いす対応便所
のある編成数※

案 内 装
置 の あ
る 編 成
数

車両間
転落防
止設備
のある
編成数

編成数 車両数 編成数 車両数

総合計 ₁₁,₄₈₃ ₅₂,₂₁₂ ₅,₉₇₇ ₃₅,₃₄₃ ₈,₃₈₈ ₂,₈₇₄（₄,₉₈₂） ₇,₆₅₇ ₈,₄₉₇

編成総数又は車両総数に
対する割合

₅₂.₁％ ₆₇.₇％ ₇₃.₀％ ₅₇.₇％ ₆₆.₇％ ₇₄.₀％

※車いす対応便所のある編成数の（　）内の数字は便所のある編成数を，
編成総数に対する割合は便所のある編成数に対する割合を示す。

表 2　2016年度末　鉄軌道駅における段差解消への対応状況について

駅数 段差が解消されて
いる駅

うち基準に適合している設備により
段差が解消されている駅

₁日当たりの平均利用者数が
₅千人以上の駅 ₂,₈₉₂ ₂,₈₂₈（₉₇.₈％） ₂,₆₉₃（₉₃.₁％）

₁日当たりの平均利用者数が
₃千人以上の駅 ₃,₅₅₉ ₃,₃₃₄（₉₃.₇％） ₃,₀₉₈（₈₇.₀％）

鉄軌道全体 ₉,₄₇₄ ₅,₆₀₅（₅₉.₁％） ₄,₃₁₅（₄₅.₅％）
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4-2.　『最後のおくり物』に含まれる人権問題
　「親切，思いやり」を学ぶ教材として，第 ₆学年の道徳科教科書の ₈冊中 ₄冊に『最後のお
くり物』（作　武田正樹）が使用されている。『最後のおくり物』に登場するロベーヌは，有
名な劇団「アルベル」の俳優になることを夢見ている。しかし，生活は厳しく養成所に通う
ことはできず，窓から練習の様子を見ていたとき，守衛のジョルジュじいさんと知り合いに
なる。しばらくするとロベーヌのもとにお金の包みが届けられ，養成所に通うことができる
ようになる。しかし，次第にお金は届かなくなり，月謝が払えなくなってしまう。ある時，
ロベーヌはジョルジュが自分のために体を壊した後も働き，お金を送ってくれていたことを
知る。ジョルジュはロベーヌに付き添われながら息を引き取ってしまう。ジョルジュから最
後の手紙を受け取ったロベーヌは，ジョルジュの深い思いやりに気づく，という物語である。
　『最後のおくり物』は，「主人公のロベーヌは，守衛のジョルジュが書いた最後の手紙を読
み，初めて自分への温かい思いやりに気づく。自分のことしか考えていなかったロベーヌが，
相手を思いやることの大切さに気付き，人を思いやる生き方をしようとする姿から，相手の
立場を考えた親切について考えることができる」（文部科学省　₂₀₁₄，p. ₁₇₂）資料である。
しかしながら，『最後のおくり物』は，「親切，思いやり」としてとらえるだけではなく，人
権の視点を取り入れることで，今日の社会問題について考えることができる資料である。
　一つは，ジョルジュからロベーヌに行われた「経済的援助」である。経済的要因により，将来
の夢を諦めなければならないということは，決して物語の中だけの話ではない。₂₀₁₈年版『子
供・若者白書』によると，「児童のいる世帯のうち，ひとり親家庭の世帯の割合は上昇傾向にあ
るが，ひとり親家庭の平均所得は，他の世帯と比べて大きく下回っており，子供の大学進学率も
低い状況」（p. ₁₂₃）にあり，児童のいる世帯の ₁世帯当たりの平均所得（平成₂₇年）では，夫婦
と未婚の子のみの世帯は₇₁₂.₆万円に対し，ひとり親と未婚の子のみの世帯は₃₁₇.₅万円となって
いる。また，大学進学率については，全世帯では₇₃.₀％であるが，ひとり親家庭では₅₈.₅％に留
まっている。今日の日本社会では，「家庭の経済状況等によって，子供や若者の将来の夢が断た
れたり，進路の選択肢が狭まることのないように，教育，生活面，親の就労など，様々な支援が
求められている」（p. ₁₂₃）のである。ロベーヌは，「たまたま」ジョルジュからの経済的援助に
より養成所に通うことができ夢を諦めずにすんだが，私的な人間関係の「親切，思いやり」に問
題解決を一任してよいものではない。人権の視点から考え，奨学金制度をはじめとした支援制度
について学び，子どもの生活や自己実現に関わる「現実の問題」として捉えさせる必要がある。
　二つ目は，「ジョルジュの死」である。ジョルジュは，ロベーヌの夢を応援するために体を
壊して休んでいたにも関わらずまた無理をして働き始め，最後には亡くなってしまう。「死ぬ
まで働く」ことが「親切，思いやり」とセットとなり，行動規範として安易に読み取られて
しまう可能性もある。₂₀₁₇年版「過労死等防止対策白書」（厚生労働省）によると，₂₀₁₆年度
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に業務における過重な負荷により脳・心臓疾患を発症したとする請求件数は，₈₂₅件（前年度
比₃₀件増）となり，支給決定（認定）件数は₂₆₀件（うち死亡₁₀₇件），業務における強い心理
的負荷による精神障害を発病したとする請求件数は₁,₅₈₆件（前年度比₇₁件増），支給決定（認
定）件数は₄₉₈件（うち未遂を含む自殺₈₄件）となっている。働き方や働くことへの意識につ
いては，人権の視点から見直さなければならない点が多くある。ジョルジュの「深い思いや
り」の行動の結果として，ジョルジュの「死」があること受け流さず，子どもたちとともに
問い直すことによって，働き方改革やワークライフバランスの推進について学び，「社会の変
革」が必要であることを意識させることが重要であると考える。

5.　終　わ　り　に

　本稿では，小学校第 ₅学年，第 ₆学年の道徳科教科書に掲載されている「親切，思いやり」
について学ぶ資料を分析し，人権の視点を含めた「多面的・多角的」に考える道徳科の授業
実践について考察を行った。道徳科教科書には，人権問題としてとらえることができるテー
マが多く含まれており，「多面的・多角的」に考える一つの視点として人権を取り入れること
は十分に可能であることを明らかにした。また，私的な人間関係のなかで「心のもちよう」
によって問題を解決するだけではなく，「現実の問題」としてとらえ社会の在り方を問い直し
「権利を要求する」ことの必要性を指摘することができた。いまだ「特別の教科」化に対する
戸惑いや価値の押し付けへの不安の声が挙がるなか，人権の視点を取り入れることが対応策
の一つになるのではないかと考える。
　しかしながら，あくまでも「対応策」の一つであり，人権の視点を取り入れることですべ
てが解決するわけではない。教科書の内容や評価の在り方を含め，道徳科をどのようにとら
え，実践を重ねていくのか，これからも積極的な議論が求められている。

【注】

（₁）　平成₂₀年度―平成₂₂年度に勤務した学校が市区町村・都道府県・文部科学省等による道徳教育の研究指
定を受けている，または，受けたことがあると回答した調査協力者を「指定校」の教師，それ以外の学校
の調査協力者を「一般校」の教師として分類している。
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Summary

A study on morality textbooks from a human rights perspective
――Focusing on ＂kindness, compassion＂ of elementary school ₅th and ₆th graders――

Kazumi Kimura

In March ₂₀₁₅, the Enforcement Regulations of School Education Act was revised, and 

＂moral education＂ became ＂special subject morality＂.　Accordingly, the course of study was also 

revised.　＂Special subject morality＂ will be fully implemented in elementary school from ₂₀₁₈ 
and junior high school from ₂₀₁₉.　Textbooks were adopted in elementary schools in ₂₀₁₇ and 

junior high school in ₂₀₁₈.　However, there are many voices who are still worried about ＂spe-

cial subject morality＂.　Under these circumstances, there is the argument that a human rights 

perspective should be utilized in the practice of moral education.

This paper analyzed reading materials on ＂kindness, compassion＂ that is published in the 

morality textbooks used by elementary school ₅th and ₆th graders from a human rights per-

spective.

As the results of analysis of morality textbooks, many themes can be categorized as human 

rights issues.　It became clear that practicing to rethink the works of society as ＂actual prob-

lem＂ including a human rights perspective in ＂multifaceted / multilateral＂ is sufficiently possi-

ble.

However, incorporating a human rights perspective does not solve everything.　Aggres-

sive discussion is required from now on how to practice in ＂special subject morality＂.


